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規 則
奈良市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。
平成30年９月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第40号

奈良市副市長事務分担規則の一部を改正する規則
奈良市副市長事務分担規則（平成22年奈良市規則第82号

）の一部を次のように改正する。
第３条津山副市長の部分を削り、同条向井副市長の部分

中第８号及び第９号を削り、第10号を第８号とし、第11号
を削り、第12号を第９号とし、同条に次のように加える。
西谷副市長
⑴ 総合政策部に属する事務
⑵ 財務部に属する事務
⑶ 観光経済部に属する事務
⑷ 都市整備部に属する事務
⑸ 建設部に属する事務
⑹ 会計契約部に属する事務
⑺ 会計課に属する事務（会計管理者の権限に属する
事務を除く。）

⑻ 企業局との調整に関する事務
⑼ 教育委員会に属する事務（教育委員会の権限に属
する事務を除く。）

⑽ 選挙管理委員会に属する事務（選挙管理委員会の
権限に属する事務を除く。）

⑾ 監査委員に属する事務（監査委員の権限に属する
事務を除く。）

⑿ 農業委員会に属する事務（農業委員会の権限に属
する事務を除く。）

⒀ 固定資産評価審査委員会との調整に関する事務
⒁ 議会に属する事務（議会の権限に属する事務を除
く。）
附 則

この規則は、平成30年10月１日から施行する。
（平成30年９月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布

する。
平成30年９月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈良市規則第41号
奈良市行政組織規則の一部を改正する規則

奈良市行政組織規則（平成14年奈良市規則第43号）の一
部を次のように改正する。
第15条第１項総務係の部分の第２号中「関すること」の

次に「（他課の主管に属するものを除く。）」を加える。
第16条第１項償却資産係の部分中第５号を第６号とし、

第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。
⑷ 住宅用家屋証明に関すること。
附 則

この規則は、平成30年10月１日から施行する。
（平成30年９月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市臨時職員に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。
平成30年９月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第42号

奈良市臨時職員に関する規則の一部を改正する規則
奈良市臨時職員に関する規則（平成２年奈良市規則第26

号）の一部を次のように改正する。
別表第１の２の表事務職の部中「6,200円」を「6,300

円」に改め、同表技能職の部中「自動車運転手」を「自動
車運転手 機械操作員」に改める。

附 則
この規則は、平成30年10月１日から施行する。ただし、

別表第１の２の表の改正規定（技能職の部中「自動車運転
手」を「自動車運転手 機械操作員」に改める部分に限
る。）は、公布の日から施行する。

（平成30年９月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市パートタイム職員に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。
平成30年９月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第43号

奈良市パートタイム職員に関する規則の一部を改正
する規則

奈良市パートタイム職員に関する規則（平成３年奈良市
規則第41号）の一部を次のように改正する。
別表第１事務職の部中「800」を「811」に改め、同表技

能職の部中「自動車運転手」を「自動車運転手 機械操作
員」に改める。

附 則
この規則は、平成30年10月１日から施行する。ただし、

別表第１の改正規定（技能職の部中「自動車運転手」を
「自動車運転手 機械操作員」に改める部分に限る。）は、
公布の日から施行する。

（平成30年９月27日掲示済）

告 示
奈良市告示第521号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年10月16日
（火 曜 日）第364号 奈 良 市 公 報

１ 廃止年月日 平成30年８月15日

２ 廃止年月日 平成30年８月31日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910100557
日本ホスピ
タルサポー
ト有限会社

630-8051 奈良県奈良市七条町100番地の４
ほっとハー
ト 630-8051 奈良県奈良市七条町100番地の４ 重度訪問介護

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910101811 株式会社ＹＴＯ 630-8113
奈良県奈良市法蓮
町635番地の１
山末ビル305

介適くらぶ 630-8113
奈良県奈良市法蓮
町635番地の１
山末ビル305

居宅介護
重度訪問介護
同行援護

（平成30年９月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第522号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設を指
定（更新）しましたので、同法第51条第１号の規定に基づ

き告示します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日

（火 曜 日）

事業所番号 申請者名称 郵便
番号 申請者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定
更新日

指定
有効期限

2910100763 有限会社ほのぼの
630-
8144

奈良県奈良市
東九条町206番
地の25

訪問介護ス
テーション
ほのぼの

630-
8144

奈良県奈良市
東九条町125番
地の１

居宅介護 平成30年
５月１日

平成36年
４月30日

2910100763 有限会社ほのぼの
630-
8144

奈良県奈良市
東九条町206番
地の25

訪問介護ス
テーション
ほのぼの

630-
8144

奈良県奈良市
東九条町125番
地の１

重度訪問
介護

平成30年
５月１日

平成36年
４月30日

2910101779 株式会社ai 630-
8133

奈良県奈良市
大安寺一丁目
17番13号

訪問介護ス
テーション
りーべ

630-
8451

奈良県奈良市
北之庄町736番
地の１ 奈良
事務機ビル本
館１Ｆ

居宅介護 平成30年
６月１日

平成36年
５月31日

2910101779 株式会社ai 630-
8133

奈良県奈良市
大安寺一丁目
17番13号

訪問介護ス
テーション
りーべ

630-
8451

奈良県奈良市
北之庄町736番
地の１ 奈良
事務機ビル本
館１Ｆ

重度訪問
介護

平成30年
６月１日

平成36年
５月31日

2910100789 社会医療法人平和会
631-
0818

奈良県奈良市
西大寺赤田町
一丁目７番１
号

とみお診療
所ホームヘ
ルプステー
ション

631-
0078

奈良県奈良市
富雄元町二丁
目７－25
SSKビル202号

同行援護 平成30年
６月１日

平成36年
５月31日

2920100175 社会福祉法人青葉仁会
630-
2152

奈良県奈良市
杣ノ川町50番
地の１

すこやかホ
ーム

632-
0112

奈良県奈良市
針ケ別所町
1601番地の１

共同生活
援助

平成30年
６月１日

平成36年
５月31日

2910101795 株式会社ツクイ
233-
0002

神奈川県横浜
市港南区上大
岡西一丁目６
番１号

ツクイ奈良 630-
8314

奈良県奈良市
川之上突抜北
方町10番地の
１

居宅介護 平成30年
７月１日

平成36年
６月30日

2910101795 株式会社ツクイ
233-
0002

神奈川県横浜
市港南区上大
岡西一丁目６
番１号

ツクイ奈良 630-
8314

奈良県奈良市
川之上突抜北
方町10番地の
１

重度訪問
介護

平成30年
７月１日

平成36年
６月30日

2910100375 社会福祉法人福寿会
631-
0803

奈良県奈良市
山陵町1085番
地

平城園ホー
ムヘルプス
テーション

631-
0811

奈良県奈良市
秋篠町1567番
地

同行援護 平成30年
７月１日

平成36年
６月30日

2910101076 株式会社ゆい
631-
0012

奈良県奈良市
中山町1259番
地

ケア・サポ
ートゆい

631-
0012

奈良県奈良市
中山町1259番
地

行動援護 平成30年
８月１日

平成36年
７月31日

2910101076 株式会社ゆい
631-
0012

奈良県奈良市
中山町1259番
地

ケア・サポ
ートゆい

631-
0012

奈良県奈良市
中山町1259番
地

同行援護 平成30年
８月１日

平成36年
７月31日

2920100183
特定非営利
活動法人み
つわ会

630-
8441

奈良県奈良市
神殿町630番地
の６

グループホ
ームひなた

630-
8453

奈良県奈良市
西九条町三丁
目９番４号

共同生活
援助

平成30年
８月１日

平成36年
７月31日

2910101803
株式会社ハ
ッピーライ
フ

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路一丁
目10番50号
協栄ビル201号

障害福祉サ
ービス ハ
ッピーライ
フ

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路一丁
目10番50号
協栄ビル201号

居宅介護 平成30年
９月１日

平成36年
８月31日

2910101803
株式会社ハ
ッピーライ
フ

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路一丁
目10番50号
協栄ビル201号

障害福祉サ
ービス ハ
ッピーライ
フ

630-
8013

奈良県奈良市
三条大路一丁
目10番50号
協栄ビル201号

重度訪問
介護

平成30年
９月１日

平成36年
８月31日

2910101829
社会福祉法
人こまどり
会

630-
8042

奈良県奈良市
西ノ京町155番
地の１

喜蔵庵 631-
0052

奈良県奈良市
中町502番地の
４

就労継続
支援（Ａ
型）

平成30年
９月１日

平成36年
８月31日

2910101829
社会福祉法
人こまどり
会

630-
8042

奈良県奈良市
西ノ京町155番
地の１

喜蔵庵 631-
0052

奈良県奈良市
中町502番地の
４

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
９月１日

平成36年
８月31日



（平成30年９月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第525号
平成30年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送

達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で

保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い
つでも交付します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成30年９月18日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第526号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年９月18日
３ 移動対象区域

近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺、近鉄平城

駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288番地の１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条

例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。

６ 引取時間
午前９時から午後４時30分まで

７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成30年９月18日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第527号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備

部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年９月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成30年10月16日
（火 曜 日）第364号 奈 良 市 公 報

（平成30年９月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第523号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者を指定（更新）しまし
たので、同法第51条の30第２項第１号の規定に基づき告示
します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号 申請者名称 郵便
番号 申請者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定
更新日

指定
有効期限

2930100017 なら山産業株式会社
630-
8105

奈良県奈良市
佐保台三丁目
902番地の217

ばくのゆめ 630-
8001

奈良県奈良市
法華寺町82番
地の２

計画相談
支援

平成30年
８月１日

平成36年
７月31日

（平成30年９月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第524号
児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第１項

第１号に規定する指定障害児相談支援事業者を指定しまし
たので、同法第24条の37第１号の規定に基づき告示します。
平成30年９月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

事業所番号 申請者名称 郵便
番号 申請者住所 事業所名称 郵便

番号 事業所住所 サービス
種類

指定
更新日

指定
有効期限

2970100331 なら山産業株式会社
630-
8105

奈良県奈良市
佐保台三丁目
902番地の217

ばくのゆめ 630-
8001

奈良県奈良市
法華寺町82番
地の２

障害児相
談支援

平成30年
８月１日

平成36年
７月31日

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり



１ 許可の年月日及び番号
平成28年７月８日 奈良市指令整開 第16Ａ－10号
平成30年８月28日 奈良市指令整開

第16Ａ－10－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成30年９月19日 第1653号
公共施設 平成30年９月19日 第801号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市南庄町129番の一部、136番の一部、142番の一

部、143番の一部、146番の一部、174番の一部、175番の
一部、181番の一部、182番の一部及び191番１の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市南庄町136番地
株式会社 Ｉ・Ｔ・Ｏ 代表取締役 伊藤 孝助

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市南庄町191番１の一部
⑵ 緑地

奈良市南庄町129番の一部、142番の一部、181番の
一部、182番の一部及び191番１の一部

⑶ 調整池
奈良市南庄町129番の一部、142番の一部及び191番

１の一部
⑷ 防火水槽

奈良市南庄町143番の一部、181番の一部及び191番
１の一部

（平成30年９月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第528号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基

づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理

課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。

平成30年９月19日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成30年９月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第529号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第530号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

― 5 ―

奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日

（火 曜 日）

申請者住所 奈良市法華寺町1228番地

申請者氏名 株式会社ハウスプロジェクト
代表取締役 小田 孝洋

道路の位置 奈良市中山町西一丁目856番１の一部

道路の幅員 最大5.01ｍ 最小5.01ｍ

道路の延長 31.78ｍ

指定年月日 平成30年９月20日

指 定 番 号 第Ｈ3005号

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医療法人つるた内科 奈良県奈良市三碓三丁目11番１号 平成30年７月31日

（平成30年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第531号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医療法人つるた内科 奈良県奈良市学園大和町五丁目117番地 平成30年８月１日

（平成30年９月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第532号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５



号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成30年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成30年９月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第533号
平成30年奈良市議会９月定例会において成立した次に掲

げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成30年９月25日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 平成30年度奈良市一般会計補正予算（第３号）
２ 平成30年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
１号）

３ 平成30年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第１号
）

４ 平成30年度奈良市水道事業会計補正予算（第１号）

― 6 ―

平成30年10月16日
（火 曜 日）第364号 奈 良 市 公 報

申請者住所 奈良県北ᷤ城郡河合町大字池部151番地
の１

申請者氏名 洋国開発株式会社
代表取締役 岡本 健嗣

道路の位置 奈良市五条二丁目560番及び561番の各一
部

道路の幅員 最大4.20ｍ 最小4.02ｍ

道路の延長 34.39ｍ

指定年月日 平成30年９月21日

指 定 番 号 第Ｈ2910号

奈
良
市
議
案
第
８
４
号

平
成
３
０
年
度
奈
良
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
　
　
　
　

　
平
成
３
０
年
度
奈
良
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
�１
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
９
８
，
２
９
６
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
３
１
，
４
２
５
，
３
９
６
千
円
と
す
る
。

２
�　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

　
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
２
条
　
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

　
（
地
方
債
の
補
正
）

第
３
条
　
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
３
表
　
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
平
成
３
０
年
９
月
３
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
市
長
　
　
仲
　
川
　
元
　
庸

－
32
－

－
33
－
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奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日

（火 曜 日）

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

3 
．
民

生
費

千
円

58
,70
6,5
22

千
円

36
9,4
03

千
円

59
,07
5,9
25

1 
．
社
会
福
祉
費

25
,49
8,8
15

10
7,5
18

25
,60
6,3
33

2 
．
児
童
福
祉
費

19
,81
6,5
28

94
,33
8

19
,91
0,8
66

3 
．
生
活
保
護
費

13
,15
7,5
53

16
4,7
47

13
,32
2,3
00

4 
．
国

民
年

金
事

務
費

23
3,6
26

2,8
00

23
6,4
26

4 
．
衛

生
費

11
,23
3,0
80

70
,22
2

11
,30
3,3
02

1 
．
保
健
衛
生
費

2,9
68
,31
3

5,5
00

2,9
73
,81
3

2 
．
保

健
所

費
1,8
78
,53
0

17
,74
2

1,8
96
,27
2

3 
．
清

掃
費

5,7
64
,46
6

46
,98
0

5,8
11
,44
6

8 
．
観

光
費

99
6,6
57

1,0
00

99
7,6
57

1 
．
観

光
費

99
6,6
57

1,0
00

99
7,6
57

9 
．
土

木
費

9,7
85
,51
3

14
7,9
71

9,9
33
,48
4

1 
．
土
木
管
理
費

11
7,3
41

6,0
00

12
3,3
41

2 
．
道
路
橋
梁
費

2,9
33
,03
9

40
,00
0

2,9
73
,03
9

3 
．
河

川
費

38
1,2
26

45
,00
0

42
6,2
26

4 
．
都
市
計
画
費

3,9
40
,58
6

55
,77
1

3,9
96
,35
7

6 
．
住

宅
費

48
7,0
10

1,2
00

48
8,2
10

11
．
教

育
費

10
,35
7,3
77

99
,90
0

10
,45
7,2
77

1 
．
教
育
総
務
費

2,5
78
,15
6

70
,00
0

2,6
48
,15
6

2 
．
小

学
校

費
1,2
49
,24
3

26
,80
0

1,2
76
,04
3

3 
．
中

学
校

費
78
3,0
47

3,1
00

78
6,1
47

12
．
災
害
復
旧
費

44
,00
0

33
,30
0

77
,30
0

1 
．
農
林
水
産
業
施
設

災
害
復
旧
費

12
,00
0

30
,00
0

42
,00
0

3 
．
教

育
施

設
災
害
復
旧
費

―
3,3
00

3,3
00

歳
出

合
計

13
0,6
27
,10
0

79
8,2
96

13
1,4
25
,39
6

－
34
－

－
35
－

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

　
歳
　
出

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

13
．
分
担
金
及
び

負
担

金
千
円

1,3
71
,92
2

千
円

5,2
50

千
円

1,3
77
,17
2

1 
．
分

担
金

13
,16
5

5,2
50

18
,41
5

15
．
国
庫
支
出
金

23
,51
4,9
40

28
,36
9

23
,54
3,3
09

1 
．
国
庫
負
担
金

20
,24
4,7
23

2,2
00

20
,24
6,9
23

3 
．
国
庫
委
託
金

16
0,2
27

2,8
00

16
3,0
27

4 
．
国
庫
交
付
金

1,8
13
,92
6

23
,36
9

1,8
37
,29
5

16
．
県

支
出

金
8,3
62
,78
7

21
,85
8

8,3
84
,64
5

2 
．
県

補
助

金
1,9
88
,09
6

21
,85
8

2,0
09
,95
4

20
．
繰

越
金

11
,70
0

56
8,9
19

58
0,6
19

1 
．
繰

越
金

11
,70
0

56
8,9
19

58
0,6
19

21
．
諸

収
入

3,2
94
,61
3

1,0
00

3,2
95
,61
3

4 
．
雑

入
1,9
54
,22
3

1,0
00

1,9
55
,22
3

22
．
市

債
13
,33
3,1
00

17
2,9
00

13
,50
6,0
00

1 
．
市

債
13
,33
3,1
00

17
2,9
00

13
,50
6,0
00

歳
入

合
計

13
0,6
27
,10
0

79
8,2
96

13
1,4
25
,39
6

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

2 
．
総

務
費

千
円

14
,23
2,8
33

千
円

76
,50
0

千
円

14
,30
9,3
33

1 
．
総
務
管
理
費

10
,56
6,0
69

60
,00
0

10
,62
6,0
69

2 
．
企

画
費

1,5
49
,70
1

16
,50
0

1,5
66
,20
1

－
34
－

－
35
－
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平成30年10月16日
（火 曜 日）第364号 奈 良 市 公 報

奈
良
市
議
案
第
８
５
号

平
成
３
０
年
度
奈
良
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
　
　

　
平
成
３
０
年
度
奈
良
市
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

　
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
� １
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
６
６
，
８
４
７
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
７
，
０
６
６
，
８
４
７
千
円
と
す
る
。

２
�　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
平
成
３
０
年
９
月
３
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
市
長
　
　
仲
　
川
　
元
　
庸

－
36
－

－
37
－

第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
補
正

　
１
．
追
加
分

第
３
表
　
地
方
債
補
正

　
１
．
変
更
分 起
　
債
　
の
　
目
　
的

限
　
　
　
　
　
度
　
　
　
　
　
額

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

文
化
振
興
施
設
整
備
事
業

千
円

49
,00
0

千
円

65
,50
0

保
健
衛
生
施
設
整
備
事
業

1,1
03
,00
0

1,1
08
,50
0

清
掃

施
設

整
備

事
業

45
0,6
00

45
3,4
00

都
市

計
画

事
業

1,0
77
,50
0

1,1
33
,20
0

公
営

住
宅

建
設

事
業

98
,40
0

99
,60
0

義
務
教
育
施
設
整
備
事
業

44
6,4
00

53
4,1
00

災
害

復
旧

事
業

36
,30
0

39
,80
0

計
13
,33
3,1
00

13
,50
6,0
00

事
　
　
　
　
項

期
　
　
　
　
間

限
　
　
度
　
　
額

こ
ど
も
園
給
食
調
理
業
務
委
託

平
成
30
年
度
か
ら

平
成
31
年
度
ま
で

千
円

27
,00
0

－
36
－

－
37
－
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奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日

（火 曜 日）

奈
良
市
議
案
第
８
６
号

平
成
３
０
年
度
奈
良
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　
平
成
３
０
年
度
奈
良
市
の
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

　
（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
� １
条
　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
４
０
，
６
２
２
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
１
，
９
４
０
，
６
２
２
千
円
と
す
る
。

２
�　
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
・
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

　
　
平
成
３
０
年
９
月
３
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
市
長
　
　
仲
　
川
　
元
　
庸

－
38
－

－
39
－

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

　
（
註
）　
「
第
８
款
　
諸
収
入
」
を
「
第
９
款
　
諸
収
入
」
に
改
め
る
。

　
歳
　
出

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

5 
．
県

支
出

金
千
円

26
,48
4,2
24

千
円

5,1
30

千
円

26
,48
9,3
54

1 
．
県

補
助

金
26
,48
4,2
24

5,1
30

26
,48
9,3
54

7 
．
繰

入
金

2,4
34
,90
3

37
9,0
59

2,8
13
,96
2

2 
．
基
金
繰
入
金

―
37
9,0
59

37
9,0
59

8．
繰

越
金

―
82
,65
8

82
,65
8

1 
．
繰

越
金

―
82
,65
8

82
,65
8

歳
入

合
計

36
,60
0,0
00

46
6,8
47

37
,06
6,8
47

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

1 
．
総

務
費

千
円

36
8,0
85

千
円

5,1
30

千
円

37
3,2
15

1 
．
総
務
管
理
費

27
7,8
91

5,1
30

28
3,0
21

8 
．
諸

支
出

金
45
,52
6

46
1,7
17

50
7,2
43

1 
．
還

付
及

び
還
付
加
算
金

40
,72
6

46
1,7
17

50
2,4
43

歳
出

合
計

36
,60
0,0
00

46
6,8
47

37
,06
6,8
47

－
38
－

－
39
－
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奈
良
市
議
案
第
８
７
号

平
成
３
０
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）
　
　
　
　
　
　

（
総
則
）

第
� １
条
　
平
成
３
０
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
�２
条
　
平
成
３
０
年
度
奈
良
市
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
４
条
本
文
括
弧

書
中
「
不
足
す
る
額
２
，
２
９
９
，
０
０
０
千
円
」
を
「
不
足
す
る
額
２
，
０
９
８
，
３
３
６
千
円
」

に
、
「
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
２
，
２
３
３
，
６
４
０
千
円
」
を
「
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保

資
金
２
，
０
３
２
，
９
７
６
千
円
」
に
改
め
、
資
本
的
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

　
　
　
（
科
　
　
　
目
）
　
　
　
　
 　
（
既
決
予
定
額
）
　
 　
（
補
正
予
定
額
）
　
　
 　
（
計
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
支
　
　
　
　
　
　
　
出

　
第
１
款
　
資
本
的
支
出
　
　
　
�　
3,8
23
,00
0千
円
　
 　
�△
20
0,6
64
千
円
�

3,6
22
,33
6千
円

　
　
第
１
項
　
建
設
改
良
費
　
　
　
� 1
,93
4,5
96
千
円
　
 　
� △
20
0,6
64
千
円
�

�1
,73
3,9
32
千
円

（
継
続
費
）

第
� ３
条
　
予
算
第
５
条
に
定
め
た
継
続
費
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

　
　
平
成
３
０
年
９
月
３
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
市
長
　
　
仲
　
川
　
元
　
庸

款
項

事
業
名

補
　
　
正
　
　
前

補
　
　
正
　
　
後

総
　
　
額

年
度
年
　
割
　
額

総
　
　
額

年
度
年
　
割
　
額

資
本
的

支
　
出

建
設
改

良
　
費

口
径
60
0

粍
配
水

本
管
更
生

工
事

千
円

61
9,9
20

30
千
円

22
7,8
80

千
円

76
6,8
00

30
千
円

27
,21
6

31
35
3,1
60

31
39
5,6
04

32
�3
8,8
80

32
34
3,9
80

－
88
－

－
89
－

第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
補
正

　
歳
　
入

　
（
註
）　
「
第
７
款
　
諸
収
入
」
を
「
第
８
款
　
諸
収
入
」
に
改
め
る
。

　
歳
　
出

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

6 
．
繰

入
金

千
円

4,5
88
,04
4

千
円

16
,68
8

千
円

4,6
04
,73
2

2 
．
基
金
繰
入
金

―
16
,68
8

16
,68
8

7 
．
繰

越
金

―
22
3,9
34

22
3,9
34

1 
．
繰

越
金

―
22
3,9
34

22
3,9
34

歳
入

合
計

31
,70
0,0
00

24
0,6
22

31
,94
0,6
22

款
項

補
正
前
の
額

補
　
正
　
額

計

5 
．
諸

支
出

金
千
円

12
,00
0

千
円

24
0,6
22

千
円

25
2,6
22

1 
．
償
還
金
及
び

還
付
加
算
金

12
,00
0

24
0,6
22

25
2,6
22

歳
出

合
計

31
,70
0,0
00

24
0,6
22

31
,94
0,6
22

－
40
－

－
41
－



（平成30年９月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第534号
平成30年奈良市議会９月定例会において認定の議決がな

された次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企業
決算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条
第６項の規定により、別紙のとおり公表します。
平成30年９月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成29年度奈良市一般会計歳入歳出決算
２ 平成29年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入
歳出決算

３ 平成29年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
４ 平成29年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出
決算

５ 平成29年度奈良市市街地再開発事業特別会計歳入歳出
決算

６ 平成29年度奈良市公共用地取得事業特別会計歳入歳出
決算

７ 平成29年度奈良市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
８ 平成29年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算
９ 平成29年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会
計歳入歳出決算

10 平成29年度奈良市針テラス事業特別会計歳入歳出決算
11 平成29年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算

12 平成29年度奈良市病院事業会計決算
13 平成29年度奈良市水道事業会計決算
14 平成29年度奈良市下水道事業会計決算
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（火 曜 日）

１
平
成
29
年
度

奈
良
市

収
⑴
収
益
的
収
入
及
び
支
出

区
分

予
算

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

地
方
公
営
企
業
法

第
24
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
る
支
出
額

に
係
る
財
源
充
当
額

円
円

円

第
１
款
病
院
事
業
収
益

72
6,
40
2,
00
0

0
0

第
１
項
医
業
収
益

48
,0
31
,0
00

0
0

第
２
項
医
業
外
収
益

53
6,
96
8,
00
0

0
0

第
３
項
看
護
師
養
成
事
業
収
益

14
1,
40
3,
00
0

0
0

第
４
項
特
別
利
益

0
0

0

支

区
分

予
算

当
初

予
算
額

補
正

予
算
額

予
備
費

支
出
額

流
用

増
減
額

地
方
公
営
企
業

法
第
24
条
第
３

項
の
規
定
に

よ
る
支
出
額

小
計

円
円

円
円

円
円

第
１
款
病
院
事
業
費
用

91
4,
00
0,
00
0

0
0

0
0
91
4,
00
0,
00
0

第
１
項
医
業
費
用

75
4,
59
2,
00
0

0
0

0
0
75
4,
59
2,
00
0

第
２
項
医
業
外
費
用

16
,5
08
,0
00

0
0

0
0

16
,5
08
,0
00

第
３
項

看護
師養

成事
業費

用
14
1,
40
0,
00
0

0
0

0
0
14
1,
40
0,
00
0

第
４
項
特
別
損
失

0
0

0
0

0
0

第
５
項
予
備
費

1,
50
0,
00
0

0
0

0
0

1,
50
0,
00
0

※
消
費
税
の
納
入
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
2
）

病
院
事
業
決
算
報
告
書

入
額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

合
計

円
円

円

72
6,
40
2,
00
0

68
5,
57
9,
00
9

△
40
,8
22
,9
91

48
,0
31
,0
00

48
,0
31
,0
00

0

53
6,
96
8,
00
0

51
2,
64
9,
33
6

△
24
,3
18
,6
64

14
1,
40
3,
00
0

12
4,
85
9,
04
8

△
16
,5
43
,9
52

0
39
,6
25

39
,6
25

出

額

決
算
額

地
方
公
営
企
業

法
第
26
条
第
２

項
の
規
定
に

よ
る
繰
越
額

不
用
額

備
考

地
方
公
営
企
業

法
第
26
条
第
２

項
の
規
定
に

よ
る
繰
越
額

合
計

円
円

円
円

円

0
91
4,
00
0,
00
0
87
3,
85
7,
41
5

0
40
,1
42
,5
85

0
75
4,
59
2,
00
0
73
7,
49
4,
16
5

0
17
,0
97
,8
35

0
16
,5
08
,0
00

10
,7
93
,6
37

0
5,
71
4,
36
3

0
14
1,
40
0,
00
0
12
4,
85
7,
54
8

0
16
,5
42
,4
52

0
0

71
2,
06
5

0
△
71
2,
06
5

0
1,
50
0,
00
0

0
0

1,
50
0,
00
0

（
3
）
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収
⑵
資
本
的
収
入
及
び
支
出

区
分

予
算

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業
法

第
26
条
の
規
定
に

よ
る
繰
越
額
に

係
る
財
源
充
当
額

円
円

円
円

第
１
款
資
本
的
収
入

41
,9
00
,0
00

0
41
,9
00
,0
00

0

第
１
項
補

助
金

1,
73
3,
00
0

0
1,
73
3,
00
0

0

第
２
項
負

担
金

40
,1
67
,0
00

0
40
,1
67
,0
00

0

第
３
項
固
定
資
産
売
却
代
金

0
0

0
0

支

区
分

予
算

当
初

予
算
額

補
正

予
算
額

流
用

増
減
額

小
計

地
方
公
営
企

業
法
第
26
条

の
規
定
に

よ
る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額

円
円

円
円

円
円

第
１
款
資
本
的
支
出

41
,9
00
,0
00

0
0

41
,9
00
,0
00

0
0

第
１
項
建
設
改
良
費

1,
73
3,
00
0

0
0

1,
73
3,
00
0

0
0

第
２
項
企
業
債
償
還
金

40
,1
67
,0
00

0
0

40
,1
67
,0
00

0
0

※
消
費
税
の
納
入
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
4
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（平成30年９月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第535号
平成30年度固定資産税１期、市県民税（普通徴収）１期

・随１期、市県民税（特別徴収）６月分、平成29年度市県
民税（特別徴収）５月分の督促状を郵送したが、その送達
を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができ
ないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２

及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条の
規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部納税課で

保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があればい
つでも交付します。
平成30年９月25日

奈良市長 仲 川 元 庸

―45―

奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日

（火 曜 日）

１ この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目 期 別 発送年月日 納期限

平成30年度固定資産税 １期 平成30年５月18日 平成30年５月１日
平成30年度固定資産税 １期 平成30年６月20日 平成30年５月31日
平成30年度固定資産税 １期 平成30年７月20日 平成30年７月２日
平成30年度市県民税（普徴） １期 平成30年７月20日 平成30年７月２日
平成30年度市県民税（普徴） 随１期 平成30年７月20日 平成30年７月２日
平成30年度市県民税（特徴） ６月 平成30年７月31日 平成30年７月10日
平成29年度市県民税（特徴） ５月 平成30年６月29日 平成30年６月11日

２ この公示送達により変更した後の差押可能日
平成30年10月６日

３ 送達を受けるべき者
別紙のとおり

別紙省略
（平成30年９月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第536号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年９月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成30年９月25日

３ 移動対象区域
近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周

辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成30年９月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第537号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定

により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成30年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

アップルデンタルクリニック 奈良県奈良市学園北一丁目９番１号 パラディⅡ５Ｆ 平成30年７月31日

北折歯科医院 奈良県奈良市右京一丁目３番地の４ サンタウンプラザ
すずらん館218 平成30年８月８日

（平成30年９月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第538号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成30年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

アップルデンタルクリニック 奈良県奈良市学園北一丁目９番１号 パラディ南館５Ｆ 平成30年８月１日

きたおり歯科医院 奈良県奈良市神功四丁目６番地の９ 平成30年８月９日

エムズドラッグ学園大和薬局 奈良県奈良市学園大和町六丁目1542番地の44 平成30年８月１日

（平成30年９月26日掲示済） ―――――――――――――――――――



奈良市告示第539号
奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場並びにな

ら100年会館駐車場の指定管理者を公募しますので、奈良
市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条
例（平成17年奈良市条例第85号）第２条の規定により次の
とおり告示します。
平成30年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 公の施設の所在地及び名称
奈良市三条本町８番１号
奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場

奈良市三条本町18番地の１
奈良市営ＪＲ奈良駅第２駐車場

奈良市三条宮前町７番１号
なら100年会館駐車場

２ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 駐車場の管理運営業務に関すること。
⑵ 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
⑶ その他市長が定めること。

３ 指定期間
平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

４ 指定申請の方法
⑴ 指定申請書等の配布及び提出場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市建設部土木管理課

⑵ 申請期間
平成30年９月26日（水）から平成30年10月25日（木

）まで
⑶ 提出書類

奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場並び
になら100年会館駐車場の指定管理者指定申請に、次
の書類を添えて提出ください。
① 奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場並
びになら100年会館駐車場の指定管理者事業計画書

② 奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び第２駐車場並
びになら100年会館駐車場の指定管理者収支予算書

③ 団体の定款及び登記事項証明書（法人以外の団体
にあっては、会則その他、これに類する書類の写し
及び代表者の住民票の写し）

④ 団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸
借対照表その他、活動の内容及び財務の状況がわか
る書類（但し、今年度に結成された団体については
不要）

⑤ 団体の現事業年度の事業計画書、収支予算書その
他、活動の内容及び財務の状況がわかる書類

⑥ 団体の役員名簿その他、これに類する書類
⑦ 団体及びその代表者が、直近年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書

⑧ 共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の手続きに係る委任状

⑨ 誓約書
５ その他

その他の詳細は、奈良市営ＪＲ奈良駅第１駐車場及び
第２駐車場並びになら100年会館駐車場の指定管理者募
集要項によります。

６ 問合せ先
奈良市建設部土木管理課 施設管理係
電話 0742－34－4893 FAX 0742－34－5147
メールアドレス：dobokuk@city.nara.lg.jp

（平成30年９月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第540号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規

定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備

部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成30年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成24年12月18日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001号

平成25年５月24日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－１号

平成25年10月17日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－２号

平成26年８月13日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－３号

平成26年10月８日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－４号

平成27年６月24日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－５号

平成28年３月31日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－６号

平成29年６月７日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－７号

平成30年７月19日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－８号

平成30年９月26日 奈良市指令都整開
第12Ａ－1001－９号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成30年９月28日 第1654号
公共施設 平成30年９月28日 第802号

３ 開発区域に含まれる地域
（２工区、３工区）
奈良市鶴舞東町657番４の一部

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪府大阪市城東区森之宮一丁目６番85号
独立行政法人都市再生機構西日本支社
理事・支社長 新居田 滝人

５ 公共施設の種類、位置及び区域

―46―

平成30年10月16日
（火 曜 日）第364号 奈 良 市 公 報



⑴ 道 路 奈良市鶴舞東町657番４の一部
⑵ 下 水 道 奈良市鶴舞東町657番４の一部
⑶ 調 整 池 奈良市鶴舞東町657番４の一部
⑷ 防火水槽 奈良市鶴舞東町657番４の一部
⑸ 消 化 栓 奈良市鶴舞東町657番４の一部
⑹ 緑 地 奈良市鶴舞東町657番４の一部

（平成30年９月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第541号
下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和42年政

令第292号）第８条に規定する事由が生じたので、同令第
12条第１項の規定により、その住民票を職権で消除しまし
たが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同
条第４項後段の規定により公示します。
なお、この処分に不服のある者は、この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して３箇月以内に奈良市長に
対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、
奈良市を被告として提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった

日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を
することや処分の取消しの訴えを提起することはできなく
なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や
この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後
であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することが認められる場合があります。
平成30年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
記

事件本人

省略
（平成30年９月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第542号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良

市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成30年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成30年９月28日
３ 移動対象区域

近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁
止区域

以下省略
（平成30年９月28日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第53号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年９月25日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

―47―

奈 良 市 公 報 第364号
平成30年10月16日
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株式会社 サンリフレホー
ルディングス

代表取締役
栗原 将

東京都渋谷区東１－26－20 東京建物東渋谷ビ
ル12Ｆ 平成30年９月４日

（平成30年９月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第54号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃

止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成30年９月25日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

岡田水道工業所 代表者
岡田 邦夫 奈良県天理市檜垣町431番地 平成30年９月４日

（平成30年９月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第55号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規

程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成30年９月25日

奈良市公営企業管理者
池 田 修



（平成30年９月25日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第19号
平成30年９月定例教育委員会を次のとおり開催しますの

で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成30年９月21日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成30年９月28日（金）
午前10時から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事案
請願
請願第１号 学校施設等への空調設備の整備のために最

善を尽くすよう求める請願書
教育長報告
⑴ 木津川市民の北部図書館利用について

議事
議案第27号 教職員の人事について
議案第28号 奈良市社会教育委員会議規則の一部改正に

ついて
協議事項
「一条高等学校の将来構想について」

傍聴受付は、開催日の午前９時から午前９時50分までで、
教育総務課にて行います。定員は５名で、定員になり次第
締切させていただきます。

（平成30年９月21日掲示済）
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岡田水道工業所 岡田 晃郎 奈良県天理市檜垣町431番地 平成30年９月４日


